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2024年12月2日以降の保険証の取り扱い
　2024年12月2日以降は、保険証として利用登録をしているマイナンバーカード（マイナ保険証）を基本と
した仕組みに移行したため、これまでの保険証の新規発行は行っていません。

　マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の代わりとなる「資格確認書」をお送りします。「資格確認
書」を医療機関等の窓口に提示することで、これまでの保険証と同様に受診することができます。

� C � Ö 	 �

�©�•�;���s ���-�È�ù�q

�à�¢�Ê�� � f � ˜ � N

�C�Ö�w�§	Z�›�`�z
�-�e�‰�›�ò�Š�”

�¿�¨�¬�Ý	{�s�›
�¦
Ç�b�”

�¿�¨�¬�Ý	{�s�›
í�±�t���Ô�`�Ï

�°
æ
Û�r�Ú�›

�§
÷�O



�•�›�b�”

�©�•
…�›

e�{�b�”

�©�•
…�›
�§
÷�O

	ù�*�A�L�›
�C���b�”

�ò
Ç�Ú�z
ª	j
�-�e�‰�p�›�>
���b�”

�Ã	)�`�h�-�e�‰�›�R�o�t�z
�ò
Ç�Ú�›�ò�Š�”

�Ã	)�`�h�ò
Ç�Ú�›
�R�o�t�z���-�È�ù
�q�›�è�a�o�©�•
…
�›�§
÷�O

� C � Ö 	 �

�©�•�;���s ���-�È�ù�q

�à�¢�Ê�� � f � ˜ � N

�¿�¨�¬�Ý	{�s�›�¿�¨�¬�Ý	{�s�›
�¦
Ç�b�”



�•�›�b�”

�•�›�b�”

�©�•
…�›

e�{�b�”

�©�•
…�›

	ù�*�A�L�›
�C���b�”

�ò
Ç�Ú�z
ª	j
�-�e�‰�p�›�>
���b�”

�Ã	)�`�h�ò
Ç�Ú�›
�R�o�t�z���-�È�ù
�q�›�è�a�o�©�•
…
�›�§
÷�O

���T�’�w�4	•
�- �e 	 �



有効期限

　マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」をお送りします。マイナ保険証を利用できな
い医療機関等を受診する際は、マイナ保険証とともにマイナポータルの資格情報画面を併せて提示する
か、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と併せて提示することで、受診が可能となります。

　資格確認書の有効期限は、資格確認書の右上に記載されています。原則、在留期間満了日の翌日です。
在留期間の更新手続きをせずに住民登録が消除されると、国保の資格もなくなり使えなくなりますの
で、必ず東京出入国在留管理局で在留期間の延長手続きを行ってください。原則、法務省からの在留期
間更新について連絡があり次第、資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。資格確認書は簡
易書留郵便で、資格情報のお知らせは普通郵便で送付します。

　ただし、在留資格を「特定活動」で更新された場合は、資格確認書または資格情報のお知らせの交付
に「指定書」の内容確認が必要です。資格確認書・パスポート・在留カード・指定書を持参の上、国保資格
係または区民課区民係（区役所本庁舎）・区民事務所で手続きをしてください。
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資格確認書等の取り扱い
❶ 資格確認書または資格情報のお知らせを受け取ったら、住所や氏名、生年月日など、記載内容を必ず
確認してください。

❷ 紛失したり、破損して使えなくなったときは、再交付の申請をしてください。身分証明書（在留カードな
ど）をお持ちになり、国保資格係または区民事務所までお越しください。外出先で資格確認書等を落
とされた場合は警察への届出をお願いします。

　※特別療養費該当の方は、国保資格係にお越しください。
❸ 資格確認書を他人に貸したり、借りたりしてはいけません。法律により罰せられます。
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が交付する資格確認書や資格情報のお知らせなどと、国民健康保険資格確認書

資格確認書を返却してください。

資格確認書



資格確認書

東京出入国在留管理局へ



66
7.71

47,300

16,800

16,600

2.69

2.25

26

2025年度





区役所の

（現金払い）



マイナ保険証等

マイナ保険証等



資格情報がわかる書類（資格確認書、資格情報のお知らせ等）、

資格情報がわかる書類（資格確認書、資格情報のお知らせ等）



70 歳以上の方

70 歳以上の方

　なお、　マイナ保険証を利用できる方は、限度額適用認定証の事前申請は不要です。ただし、標準
負担額減額（長期入院）に該当する場合は申請が必要です。



一定所得



資格情報がわかる書類（資格確認書、資格情報のお知らせ等）

資格情報がわかる書類（資格確認書、資格情報のお知らせ等）

510

資格確認書

住民税課税世帯 
限度額適用・標準負担額減額認定証の提示をしなかった場合
70歳未満の住民税非課税世帯
70歳以上の方の低所得Ⅱ
70 歳以上の方の低所得Ⅰ

区　分 食事代（1食）

510 円

240 円 *

110 円



資格情報がわかる書類（資格確認書、資格情報のお知らせ等）



資格情報がわかる書類（資格確認書、資格情報のお知らせ等）

資格情報がわかる書類（資格確認書、資格情報のお知らせ等）

マイナ保険証等



亡くなった方の資格情報がわかる書類（資格確認書、資格情報のお知らせ等）

資格情報がわかる書類（資格確認書、資格情報のお知らせ等）

資格情報がわかる書類（資格確認書、資格情報のお知らせ等）



国民健康保険

国民健康保険
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